
平成 29年 10月 2日 

 

 

「災害復旧ローン」取扱いのお知らせ 

 

 

 

この度、大分信用金庫では、台風 18号による被災者復興支援策として、「災害復旧ローン」の取扱い

を開始しますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

「災害復旧ローン」の概要 

 ・対象者    災害により被害を受けた方で下記の全てに該当する方 

         ○当金庫の営業地域内に居住または勤務される方 

         ○満２０歳以上の方 

         ○一社）しんきん保証基金の保証が受けれる方 

 ・資金使途   被災の復旧・再建にかかる次の資金 

         ○住宅の補修・修繕費用 

         ○自動車の修理・買換費用 

         ○家具・家電等の修理・買換費用 

         ○当庫で借入れた一社）しんきん保証基金保証付ローンの借換資金 

 ・融資金額   ５００万円以内 

 ・融資期間   ３ヶ月以上１０年以内（元金返済据置は６ヶ月以内） 

 ・融資形態   証書貸付 

 ・融資利率   １．５０％（固定金利・保証料込） 

 ・担保・保証人 不要 

 ・必要書類   ○本人確認資料 

○年収確認資料 

○資金使途確認資料（見積書、注文書、請求書、工事請負契約書） 

 ※申込金額１００万円まではパンフレット等でも可 

 ・その他    お申込に際しては、事前に審査をさせていただきます。結果によっては、ご希望に

そえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 

[お問い合わせ先] 

大分信用金庫 業務部 

℡：０１２０－１２０－８２７ 


